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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セル領域とパッド領域に画定された絶縁基板と、
　前記セル領域内で交差する様に配置され、画素領域を画定する複数のゲート配線及び複
数のデータ配線と、
　前記パッド領域上に形成され、前記データ配線のうち奇数番のデータ配線から延長され
る第１パッドと、
　偶数番のデータ配線に各々連結され、前記奇数番のデータ配線の延長線方向に沿って前
記第１パッドと平行に配置された第２パッドであって、前記第１パッドの絶縁層を介した
下層を通り前記偶数番のデータ配線にそれぞれ連結されている導電性パターンと、前記導
電性パターンの各々に連結されている透明導電膜とを備える第２パッドと、
を備えることを特徴とする液晶ディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記導電性パターンは前記ゲート配線と同一面上に形成されていることを特徴とする請
求項１に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記導電性パターンは前記ゲート配線と同一の材質であることを特徴とする請求項１に
記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記偶数番のデータ配線と前記導電性パターンは前記透明導電膜によって電気的に連結
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されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項５】
　第１パッド間の間隔はデータ配線間の間隔の少なくとも２倍の距離をもって離間して配
置されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記各ゲート配線と前記データ配線とが交差する部位には薄膜トランジスタが更に備え
られていることを特徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項７】
　各画素領域には画素電極が更に備えられていることを特徴とする請求項１に記載の液晶
ディスプレイパネル。
【請求項８】
　セル領域の第１基板上にゲート配線を形成し、ゲートパッド領域に複数の導電性パター
ンを形成する工程と、
　前記導電性パターンを含む第１基板の表面の全体上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記セル領域のゲート絶縁膜上に複数のデータ配線を形成する工程と、
　前記導電性パターン上部のゲート絶縁膜上に前記データ配線のうち奇数番のデータ配線
から延びる第１パッドを形成する工程と、
　前記導電性パターンとつながって、前記データ配線のうち偶数番のデータ配線から延び
る第２パッドを形成する工程であって、前記第２パッドは前記奇数番のデータ配線の延長
線方向に沿って前記第１パッドと平行に配置される第２パッドを形成する工程とを備え、
　前記第１パッドと前記第２パッドとを形成する工程は、
　前記保護膜を形成し、パターニングした後に前記奇数番のデータ配線の端部を露出させ
る第１コンタクトホールと、前記偶数番のデータ配線の端部およびそれに隣接し、前記第
１パッドのゲート絶縁膜を介した下層を通る導電性パターンの端部を露出させる第２コン
タクトホールと、前記導電性パターンの反対側の端部を露出させる第３コンタクトホール
と、を形成する工程と、
　前記第１コンタクトホールと第２コンタクトホールと第３コンタクトホールとを介して
前記奇数番のデータ配線に連結される第１透明導電膜と、前記偶数番のデータ配線とそれ
に隣接する導電性パターンの端部とを連結する第２透明導電膜と、また前記導電性パター
ンの反対側の端部に連結される第３透明導電膜とを形成する工程とを備えることを特徴と
する液晶ディスプレイパネルの製造方法。
【請求項９】
　前記データ配線を形成した後、第１基板の表面の全体上に保護膜を形成する工程を更に
備えていることを特徴とする請求項８記載の液晶ディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記データ配線の形成の時、薄膜トランジスタのソース電極とドレイン電極とを形成す
る工程とを備えることを特徴とする請求項８に記載の液晶ディスプレイパネルの製造方法
。
【請求項１１】
　前記保護膜を形成した後に、前記ドレイン電極に連結される画素電極を形成する工程を
更に備えることを特徴とする請求項９に記載の液晶ディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１２】
　前記第１透明導電膜と第２透明導電膜と第３透明導電膜とは、画素電極が形成されると
同時に形成されることを特徴とする請求項８に記載の液晶ディスプレイパネルの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディスプレイ装置に関するもので、特に、液晶ディスプレイパネル及びその製
造方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
情報通信分野の急速な発展に伴い、視認情報の為の薄形、軽量かつ低コストのディスプレ
イ装置の重要性が日増しに増加しつつある。これらに応える為に平面型ディスプイへの開
発に重点を置き換えつつある。現在まで情報ディスプレイ装置のうち、　テレビ、コンピ
ュータモニタなどに代表されるＣＲＴ(Cathod Ray Tube)は多様な色相を表示でき、画面
の明るさも優れているという長所から今まで汎用されている。しかしながら、大型で高解
像度で満足するものの、小型、携帯性のよさ、低い電力消費量という欲求を満たすことは
できない。この為ディスプレイ産業では重さと体積の大きいＣＲＴに代えて平板ディスプ
レイの開発が実に求められている実状である。かかる平板ディスプレイはコンピュータモ
ニタから航空機及び宇宙船などに用いられるディスプレイに至るまで応用分野が広く多様
である。
【０００３】
現在生産又は開発しつつある平板ディスプレイの例としては液晶ディスプレイ(LCD)、Ｅ
Ｌディスプレイ(ELD)、電界放射ディスプレイ(FED)、プラズマディスプレイ(PDP)などが
あり、望ましい平板ディスプレイになるためには軽重量、高輝度、高効率、高解像度、高
速応答特性、低駆動電圧、省エネルギー、低コスト及び天然色ディスプレイ特性などが求
められている。
【０００４】
一般にＣＲＴでは、外部から与えられるディスプレイタイミング信号と外部から与えられ
るデータ信号に基づきアナログ的にＣＲＴの表面上の蛍光物質を発光させて電子ビームの
軌跡を制御することによってディスプレイしている。一方、液晶ディスプレイ装置（ＬＣ
Ｄ）では各ディスプレイに配置されているＬＣＤに与える電界を制御して光の透過率を調
整することでディスプレイする。
【０００５】
現在、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）－ＬＣＤ産業の急速な発展とその応用は大きさの増加
、解像度の増加が当然要求されており、それに伴う生産性の増加のために製造工程の単純
化及び収率向上の観点から多くの努力が続いている。
また、前記各パッド間のピッチは高解像度の液晶ディスプレイパネルの実現に重要なパラ
メーターとなる。従って、パッド間のピッチをどの位減少できるかによって高解像度の液
晶ディスプレイパネルの実現可否が決められると言える。
【０００６】
以下、添付図面を参照して従来液晶ディスプレイパネルを説明する。
図１は従来技術による液晶ディスプレイパネルの平面図であり、図２は図１のＩ－Ｉ’部
の断面図である。
図１及び図２に示すように、従来液晶ディスプレイパネルは大きくセル領域Ｃとパッド領
域Ｐから分ける２枚のガラス基板とその間に封入されている液晶とからなる。
前記セル領域Ｃの第１ガラス基板１上には複数のゲート配線(Ｇ１、Ｇ２,...,Ｇｎ)とデ
ータ配線(Ｄ１、Ｄ２,...,Ｄｎ)とが交差して配置されている。これらにより複数の画素
領域を画定し、前記各画素領域内には画素電極３が配置され、前記ゲート配線(Ｇ１、Ｇ
２,...,、Ｇｎ)とデータ配線(Ｄ１、Ｄ２,...,Ｄｎ)とが交差する部位には薄膜トランジ
スタ(図示せず)が配置されている。
【０００７】
前記パッド領域Ｐは複数のゲートパッド(Ｇ１、Ｇ２,...,Ｇｎ)と複数のデータパッド(Ｄ
１、Ｄ２,...,Ｄｎ)とを備えている。これらのゲートパッドはゲート駆動ＩＣから出力さ
れるゲート信号を前記ゲート配線(Ｇ１、Ｇ２,...,Ｇｎ)に伝え、これらのデータパッド
はデータ駆動ＩＣから出力される伝えられるデータ信号を前記データ配線(Ｄ１、Ｄ２,..
.,Ｄｎ)に伝える。
【０００８】
図示してはいないが、前記セル領域の第２ガラス基板上には画素電極及び薄膜トランジス
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タへの光の透過を防止するためのブラックマトリックス層と、Ｒ（赤）、Ｇ(緑)、Ｂ(青)
の色を表示するためのカラーフィルター層が配置されている。このブラックマトリックス
層は画素電極を薄膜トランジスタから光が透過しないように作用する。前記カラーフィル
ター層の上部には画素電極３に共通電圧を与えるための共通電極が配置されている。
【０００９】
ここで、前記データパッドを図２を参照して説明すると次のようである。
図２に示すように、パッド領域Ｐの第１基板１上のゲート絶縁膜２の上方にはセル領域Ｃ
のデータ配線(Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３)から延長されるデータパッド(Ｄｐ１、Ｄｐ２、Ｄｐ３)
が互いに一定の距離をもって隔てて形成されている。前記データパッド(Ｄｐ１、Ｄｐ２
、Ｄｐ３)の上部には保護膜４を介して前記データパッド(Ｄｐ１、Ｄｐ２、Ｄｐ３)と電
気的に連結される透明導電膜６が形成されている。透明導電膜６は外部の駆動ＩＣから伝
えられる駆動信号をＴＣＰやＣＯＦを介して各々のデータ配線に伝える。
【００１０】
前記各々のデータ配線(Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３)同士の距離（例えば、Ｄ１の中央からＤ２の中
央までの間隔）をピッチとするとき、このピッチＰは約５０μｍ程度となる。前記各透明
導電膜６間には駆動回路との電気的連結手段のＴＣＰ(Tape　Carrier　Package)との接続
に必要とする最小限の幅（距離としてのＷ）が要求される。
しかしながら、高解像度の液晶ディスプレイパネル即ち、２００ＰＰＩ以上のクラスの液
晶ディスプレイパネルを実現するためには前記ピッチが５０μｍよりも小さい略４２μｍ
程度が要求される。従って、図２のような構造では２００ＰＰＩ以上のクラスの高解像度
液晶ディスプレイパネルを実現することができなかった。
【００１１】
従って、隣接したパッド間のピッチを確保するための多数の方法が提案され、そのうち、
一つがパッドをパネルを中心に両側に分離して配置するいわゆるダブルバンク(Double　B
ank)構造である。
即ち、図３は前記ダブルバンク構造のパッドを説明するための平面図であって、奇数番の
パッド（Ｄｐ１、Ｄｐ３,...,Ｄｐｎ－１；ｎ＝２，４，６、、）は液晶パネルの下側又
は上側に配置し、偶数番目のパッド（Ｄｐ２、Ｄｐ４,...,Ｄｐｎ）はパネルの上側(又は
下側)に配置して隣り合っているパッド間のピッチ（Ｐ）を確保している。
即ち、セル領域には複数のゲート配線(Ｇ１、Ｇ２,...,Ｇｎ)及びデータ配線(Ｄ１、Ｄ２
,...,Ｄｎ)が互いに交差して形成され、パッド領域には前記データ配線（Ｄ１、Ｄ２,...
,Ｄｎ）から延在するデータパッド（Ｄｐ１、Ｄｐ２、Ｄｐ３,...,Ｄｐｎ－１；Ｄｐｎ）
は液晶パネルの上側と下側に交互に配置されている。
【００１２】
しかしながら、前記従来の液晶ディスプレイパネルは次のような問題があった。
第一に、図１のようなシングルバンク構造の場合、駆動回路との電気的な接続のために必
要な最小限のパッド幅を確保すべきの状態で隣り合っているパッド間の間隔のピッチを減
少させるのに限界があって２００ＰＰＩ級以上の高解像度液晶ディスプレイパネルを実現
することができなかった。
第二に、図３のようなダブルバンク構造の場合にはピッチを減少させても駆動回路との電
気的な接続のために必要な最小限のパッド幅を確保することができるが、パッドをパネル
の両側に分離して配置すべきであるのでモジュール化工程や駆動の方式が複雑となる。
従って、ダブルバンク構造の場合にはパネルのコンパクト化を行うことができず、製造コ
ストが増加するという問題があった。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためのもので、画素ピッチを減少させて高解
像度のＬＣＤを得ることができる大面積の液晶ディスプレイパネル及びその製造方法を提
供することを目的としている。
【００１４】
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【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明の一実施形態による液晶ディスプレイパネルは、セル領
域及びパッド領域とに画定された絶縁基板と、前記セル領域内で交差するように配置され
画素領域を定義する複数のゲート配線及び複数のデータ配線と、前記パッド領域上に形成
され前記データ配線のうち奇数番のデータ配線から延長される第１パッドと、偶数番のデ
ータ配線に各々連結され、前記データ配線の長手方向に沿って前記第１パッドと平行に配
置された第２パッドとを備えることを特徴とする。
【００１５】
また、本発明の他の実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法は、セル領域の第
１基板上にゲート配線を形成し、ゲートパッド領域に複数の導電性パターンを形成する工
程と、前記導電性パターンを含む第１基板表面の全体にゲート絶縁膜を形成する工程と、
前記セル領域のゲート絶縁膜上に複数のデータ配線を形成する工程と、前記導電性パター
ン上部のゲート絶縁膜上に前記データ配線のうち奇数番のデータ配線から延びる第１パッ
ドを形成する工程と、前記導電性パターンとつながって前記第１パッドと平行な第２パッ
ドを形成する工程とを備えることを特徴とする。
【００１６】
本発明の他の実施形態による液晶ディスプレイパネルは、セル領域とパッド領域とに画定
された絶縁基板と、前記セル領域内に形成された複数のゲート配線と、前記ゲート配線と
交差し、前記パッド領域までの延長長さが交互に異なる複数のデータ配線と、前記データ
配線に電気信号を与えられるデータパッドとを備えることを特徴とする。
【００１７】
また、本発明の他の実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法は、
セル領域とパッド領域とに画定された第１基板上に複数のゲート配線を形成する工程と、
前記ゲート配線と交差し、前記パッド領域までの延長長さが交互に異なる複数のデータ配
線を形成する工程と、各データ配線に電気信号を与えるためのデータパッドを形成する工
程と、前記データ配線と前記データパッドとを含んでいる表面上の全体に保護膜を形成す
る工程と、前記各々のデータパッドに連結される透明導電膜を形成する工程とを備えるこ
とを特徴とする。
【００１８】
このような本発明の液晶ディスプレイパネルにおいて、偶数番のデータ配線に連結される
導電性パターンはゲート配線パターニング時に前記ゲート配線と同一工程によって同一材
質で形成される。そして、ゲート絶縁層、データ配線、保護膜を順に形成する。
【００１９】
この時、前記ゲート絶縁膜の形成後、薄膜トランジスタのチャネルに用いられる半導体層
が形成される。そして、前記データ配線の形成時に薄膜トランジスタのソース／ドレイン
電極をも形成する。
前記保護膜及びゲート絶縁膜が同時にパターニングされる。そしてコンタクトを形成して
、奇数番のデータ配線の端部（パッド領域）と、前記導電性パターンの一側端部（セル領
域）と、それに隣接する前記偶数番のデータ配線の端部（セル領域）と、前記導電性パタ
ーンの反対側端部（パッド領域）とを露出される。
【００２０】
以後、画素領域に画素電極を形成すると共に前記コンタクトホールを介して奇数番のデー
タ配線に連結される透明導電膜が形成され、それにより第１パッドが形成される。同時に
前記導電性パターンの一側端部とそれに接する偶数番のデータ配線の端部を電気的に連結
する透明導電膜及び前記導電性パターンの反対側の端部に連結される透明導電膜を形成し
て第２パッドを形成する。
【００２１】
この時、前記導電性パターンはパッド領域内で前記偶数番のデータ配線の下部を経て又は
その一の側部を経て通過するようにパターニングされる。
前記奇数番のデータ配線の下部を通過するようにパターニングする場合にはセル領域へま
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で形成されている偶数番のデータ配線に連結された上で前記奇数番のデータ配線側に屈折
するように形態の導電性パターンを形成する。
【００２２】
このような、本発明の液晶ディスプレイパネルでは、前記導電性パターンは、偶数番目の
データ配線に連結されるように導電性パターンが屈折するようにパターニングする。また
前記導電性パターンが奇数番のデータ配線に延長されている第１パッドの下部を経て通過
するように形成した。
【００２３】
本発明の他の実施形態による液晶ディスプレイパネルは別の導電性パターンを形成するこ
となく、奇数番目のデータ配線に延長される第１パッドの延長長さより偶数番目のデータ
配線に延長される第２パッドの延長長さを更に長くした。これにより第１パッドと第２パ
ッドとが隣り合って配置されず一平面で上方と下方とに相互交番に配置されるようにした
。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面を参照して本発明を更に詳細に説明する。
【００２５】
（実施例１）
図４ａは本発明の第１実施例による液晶ディスプレイパネルの平面図であって、下板を示
すものであり、図４ｂは図４ａのデータパッド領域の一部(Ａ部)を拡大して示した平面図
である。
また、図５ａは図４ｂのＩ－Ｉ’線による断面図であり、図５ｂは図４ｂのＩＩ－ＩＩ’
線による断面図であり、図５ｃは図４ｂのＩＩＩ－ＩＩＩ’線による断面図である。
【００２６】
まず、図４ａに示すように、本発明の液晶ディスプレイパネルは大きくセル領域Ｃとパッ
ド領域Ｐとに画定された第１基板４１を備えている。前記セル領域Ｃには一方向に形成さ
れる複数のゲート配線(Ｇ1、Ｇ２、...、Ｇｎ；ｎ＝２，４，６＝)と、前記各ゲート配線
（Ｇ１，Ｇ２,...,Ｇｎ）から延長されてゲートパッド領域に形成されている複数のゲー
トパッド(Ｇp1,Ｇｐ２、...、Ｇｐｎ)と、前記ゲート配線(Ｇp1,Ｇｐ２、...、Ｇｐｎ)と
交差する方向に形成された複数のデータ配線(Ｄ1,Ｄ２、...、Ｄｎ)と、前記データ配線(
Ｄ1,Ｄ２、...、Ｄｎ)のうち奇数番のデータ配線(Ｄ1,Ｄ３、...、Ｄｎ－１)から延長さ
れてデータパッド領域に形成された第１データパッド(Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１)
と、各々偶数番目のデータ配線(Ｄ２,Ｄ４、...、Ｄｎ)に連結され前記第１データパッド
(Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１)などの下部を経て前記データ配線(Ｄ1,Ｄ２、...、Ｄ
ｎ)の延長線上に沿って前記第１データパッド(Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１)と平行に
形成される第２データパッド(Ｄｐ２,Ｄｐ４、...、Ｄｐｎ)とを備えている。ここで、前
記各々のゲートパッド及びデータパッドはＴＣＰ(Tape Carrier Package)及びＣＯＦとの
電気的な連結のための透明導電膜５１と連結するように構成される。本発明では説明の便
宜のため奇数番目のデータパッドに連結される透明導電膜を第１透明導電膜５１ａとし、
偶数番のデータ配線と導電性のパターン６１とを電気的に連結する透明導電膜を第２透明
導電膜５１ｂと称し、前記導電性パターン６１の端部に連結された透明導電膜を第３透明
導電膜５１ｃと称する。
【００２７】
図４ｂに示すように、偶数番目のデータ配線Ｄ２はセル領域Ｃまで形成され、前記偶数番
目のデータ配線Ｄ２に連結された導電性パターン６１が前端の奇数番目のデータ配線Ｄ１
側に屈折されてパッド領域Ｐまで延長され、前記屈折された導電性パターン６１は第１デ
ータパッドＤｐ１の下部を経る。
【００２８】
図４ａから第１データパッド(Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１)などと第２データパッド(
Ｄｐ２,Ｄｐ４、...、Ｄｐｎ)が上側または下側に配置されていることが明らかであり、
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上側に配置されて隣り合っている第１データパッド(Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１)な
どの間隔は少なくとも隣り合うデータ配線(Ｄ1,Ｄ２、...、Ｄｎ)などの間隔に比べて２
倍以上の距離となる。これはパッドによってデータ配線間のピッチを減少させることがで
きなかった従来に比べてデータ配線間のピッチを著しく減少させることができ高精細化で
きるパネルが製作できることを意味している。
【００２９】
ここで、前記第１データパッド（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１）において、奇数番の
データ配線（Ｄ1,Ｄ３、...、Ｄｎ－１）と一体に形成され、前記データ配線の（Ｄ1,Ｄ
３、...、Ｄｎ－１）の端部１００は第１透明導電膜５１ａに連結された構造を有してい
る。第２データパッド（Ｄｐ２,Ｄｐ４、...、Ｄｐｎ）は偶数番のデータ配線（Ｄ２,Ｄ
４、...、Ｄｎ）がセル領域（Ｃ）まで延在している。導電性パターン６１が前記偶数番
のデータ配線（Ｄ２,Ｄ４、...、Ｄｎ）の端部（１００ａ）とオーバーラップされたまた
延長されて第１データパッド（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１）側に屈折し、前記第１
データパッド（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１）の下部を経て通過する構造を有する。
【００３０】
この時偶数番のデータ配線（Ｄ２,Ｄ４、...、Ｄｎ）の端部１００ａと導電性パターン６
１は第２透明導電膜５１ｂによって電気的に連結されている。前記導電性パターン６１の
反対側の端部もコンタクトホールを介して第３透明導電膜５１ｃにコンタクトホールを介
して連結される。
ここで、前記第１透明導電膜５１ａ、第２透明導電膜５１ｂ、第３透明導電膜５１ｃはセ
ル領域に画素電極４７を形成するとき同時に形成される。
このようなデータパッドの構造に対して図５ａ乃至図５ｃを参照して詳細に説明する。
図５ａ乃至図５ｃに示すように、第１基板４１上に形成されたゲート配線Ｇｎと、偶数番
目のデータ配線に連結される導電性パターン６１と、前記導電性パターン６１を含んでい
る第１基板４１上の面上全体に形成されたゲート絶縁層４３と、前記ゲート絶縁層４３上
で前記ゲート配線Ｇｎと交差する方向に形成されたデータ配線Ｄ２と、前記データ配線Ｄ
２の前端に形成されたデータ配線Ｄ１から延長されたデータパッドＤｐ１と備えている。
【００３１】
前記データ配線Ｄ２とデータパッドＤｐ１を含む面上の全体には保護膜４５が形成されて
いる。保護膜４５の上側には第１透明導電膜５１ａ、第２導電膜５１ｂ、第３導電膜５１
ｃが形成されている。第１透明導電膜５１ａは奇数番のデータパッドＤｐ１の端部１００
と連結し、第２透明導電膜５１ｂは前記奇数番目のデータ配線Ｄ２の端部１００ａ及びそ
れと隣接する導電性パターン６１の端部を連結し、第３透明導電膜５１ｃは前記導電性パ
ターン６１の反対側の端部と連結される。
【００３２】
次に、このような本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法を図６
ａ乃至図６ｃに示したレイアウト工程図を参照して説明する。
図６ａに示すように、第１基板４１上にゲート配線（Ｇ１、Ｇ２、..、Ｇｎ）及びゲート
電極７１、また、偶数番のデータ配線に連結される導電性パターン６１を形成させる。
この時、前記導電性パターン６１はパッド領域Ｐから前記パッド領域Ｐに隣接するセル領
域Ｃの所定部位に至るまで形成される。導電性パターン６１は奇数番のデータ配線側に屈
折した形状を有する。
【００３３】
また、図６ｂに示すように、前記ゲート配線（Ｇ１、Ｇ２、..、Ｇｎ）および導電性パタ
ーン６１を含む面上全体にゲート絶縁層（図示せず）を形成した後、前記ゲート電極７１
上部のゲート絶縁層上に半導体層７２を形成し、前記ゲート配線（Ｇ１、Ｇ２、..、Ｇｎ
）と交差する方向にデータ配線（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、..、Ｄｎ）及びソース／ドレイン電
極（Ｓ／Ｄ）を形成する。
次に、図面には図示されていないが、前記データ配線（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、...、Ｄｎ）
とソース／ドレイン電極（Ｓ／Ｄ）とを含む全面に保護膜を形成した後、前記奇数番のデ
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ータ配線（Ｄ１、Ｄ３、..、Ｄｎー１）の端部１００と、前記偶数番の配線の端部１００
ａ及びそれに隣接する導電性パターン６１の端部、また前記導電性パターン６１の反対側
の端部が露出されるように前記保護膜をパターニングする。
【００３４】
最後に、図６ｃに示すように、前記ゲート配線（Ｇ１、Ｇ２、..、Ｇｎ）とデータ配線（
Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、..、Ｄｎ）によって画定される画素領域に画素電極４７を形成し、前
記奇数番データ配線（Ｄ１、Ｄ３、...、Ｄｎ－１）の端部１００と連結される第１透明
導電膜５１ａと、前記偶数番のデータ配線（Ｄ２、Ｄ４、...、Ｄｎ）の端部１００ａ及
びそれに隣接する導電性パターン６１の端部を電気的に連結する第２透明導電膜５１ｂと
、前記導電性パターン６１の反対側の端部と連結される第３透明導電膜５１ｃとを形成し
て本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法の各工程が完了する。
【００３５】
（実施例２）
図７は本発明の第２実施例による液晶ディスプレイパネルの平面図であって、本発明の第
１実施例と比較して説明すると次のようである。
先ず、本発明の第１実施例では偶数番のデータ配線がセル領域までだけ形成され、導電性
パターン６１によってパッド領域にまで延長される。この第１実施例では、前記導電性パ
ターン６１が前端の奇数番のデータ配線（Ｄ１、Ｄ３,...,Ｄｎ－１）に延長される第１
データパッドの（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１）の下部を経る構造を有するが、第２
実施例では導電性パターン６１が第１データパッド（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１）
の下部を経ることなくその一の側部を経て通過するようにした。
【００３６】
この時、前記導電性パターン６１の長さたる延長長さは前記奇数番のデータ配線の長さた
る延長長さに比べて更に長くし、奇数番のデータ配線から延長される第１データパッドパ
ッド（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１））を経る地点で奇数番のデータ配線側に屈折さ
れて前記導電性パターン６１から延長される第２データパッド（Ｄｐ２,Ｄｐ４、...、Ｄ
ｐｎ）が第１データパッド（Ｄｐ1,Ｄｐ３、...、Ｄｐｎ－１）と並んで配置されるよう
にした。
【００３７】
このような本発明の第２実施例は前記の第１実施例に比べて精細なピッチは必要はない。
しかし、導電性パターン６１が奇数番のデータ配線の下部を経ることないので第１データ
パッドと第２データパッド間の信号干渉をなくすことができる利点がある。
【００３８】
図８ａは図７のＩ－Ｉ’線による断面図であり、図８ｂは図７のＩＩ－ＩＩ’線による断
面図である。
図８ａおよび図８ｂに示すように、第１基板４１上のセル領域Ｃには相互一定間隔を隔て
て複数のゲート配線（Ｇ１、Ｇ２、...、Ｇｎ）が形成され、パッド領域Ｐでは導電性パ
ターン６１が形成される。
前記導電性パターン６１及びゲート配線を含む面全体にゲート絶縁層４２が形成され、前
記ゲート絶縁層４２上には前記ゲート配線と交差する方向にデータ配線などが形成される
。
【００３９】
以後、前記データ配線Ｄ１を含む全面に保護膜４５を形成し、前記データ配線Ｄ１の端部
１００と連結される第１透明導電膜５１ａ及び前記導電性パターン６１と前記データ配線
Ｄ２を電気的に連結する第２透明導電膜５１ｂ及び導電性パタン６１の端部と連結される
第３透明導電膜５１ｃが形成される。
【００４０】
図９は本発明の第３実施例の液晶ディスプレイパネルの平面図である。
まず、本発明の第１実施例および第２実施例ではゲート配線形成時別の導電性パターンを
配置して偶数番のデータ配線から延長される偶数番のデータパッドがデータ配線の延長線
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上に沿って奇数番のデータパッドと平行に配置される。これに対し、本発明の第３実施例
では前記導電性パターンを形成することなく、偶数番のデータ配線の延長長さを奇数番の
データ配線の延長長さより更に長くし、偶数番のデータパッドを奇数番のデータ配線の延
長線上に沿って並んで配置して隣り合っているデータ配線間の距離を最大の距離として確
保しモジュール化工程の便宜性及び精密度を確保することになっている。
【００４１】
前記のように、データ配線の幅に比べてＴＣＰ(Tape Carrier Package)とＣＯＦ(Chip On
 Film)との電気的な連結のための透明導電膜の幅が更に広いので透明導電膜をゲート配線
の延長線上に沿って平行に配置する手法に比べて本発明の第３実施例ではデータ配線の延
長線上に沿って上下に分離配置することで、データ配線間のピッチを減少させても隣り合
う透明導電膜間の間隔距離を確保できる。
【００４２】
以上の実施形態では偶数番のデータ配線に連結されるデータパッドの位置を変化させて精
細なピッチ（Fine Pitch）を実現しているが、反対に前記偶数番のデータパッドの位置を
変化させてファインピッチを実現することができる。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の液晶ディスプレイパネル及びその製造方法によると次のよ
うな効果がある。
第一に超高解像度の液晶ディスプレイパネルを十分に満たすことができる精細なピッチ（
Fine Pitch）の設計が可能となる。
第二にパネルの一の側部にパッドを配置する（シングルバンク構造を有するので）両側に
配置するダブルバンクの構造に比べてモジュール工程及び駆動が簡単であり、パネルのコ
ンパクト化を実現することができ、さらには製造コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術による液晶ディスプレイパネルの平面図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ’線による断面図である。
【図３】従来技術における他の実施形態による液晶ディスプレイパネルの平面図である。
【図４ａ】本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの平面図である。
【図４ｂ】本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの平面図である。
【図５ａ】図４ｂのＩ－Ｉ’線による液晶ディスプレイパネルの断面図である。
【図５ｂ】図４ｂのＩＩ－ＩＩ’線による液晶ディスプレイパネルの断面図である。
【図５ｃ】図４ｂのＩＩＩ－ＩＩＩ’線による液晶ディスプレイパネルの断面図である。
【図６ａ】本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法を説明するた
めの工程図である。
【図６ｂ】本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法を説明するた
めの工程図である。
【図６ｃ】本発明の第１実施形態による液晶ディスプレイパネルの製造方法を説明するた
めの工程図である。
【図７】本発明の第２実施形態による液晶ディスプレイパネルの平面図である。
【図８ａ】図７のＩ－Ｉ’線による液晶ディスプレイパネルの断面図である。
【図８ｂ】図７のＩＩ－ＩＩ’線による液晶ディスプレイパネルの断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態による液晶ディスプレイパネルの平面図である。
【符号の説明】
４１　第１基板　　　　　　　４３　絶縁層
４５　保護膜
５１ａ　第１透明導電膜
５１ｂ　第２透明導電膜
５１ｃ　第３透明導電膜
６１　導電性パターン
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７２　半導体層

【図１】 【図２】
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